
IEM登録

第1回取締役会開催

銀行口座開設

会社秘書役等選任

PAN、TAN取得

税務番号取得（物品税、付加価値税等）

警察署への登録

電話回線申請

主雇用者(施主）登録⇒建設会社建設期間中の雇用登録 主雇用者（工場運営）登録

　　DISH（産業安全健康）許可

※中小企業でシングルウインドウを利用しない場合はDIC（District Industries Centre)経由各当局へ申請

竣工関連証明書

  （Cert. of Stability)構造規格合格

  (Completion Cert.)竣工証明

  (Occumpancy Cert.)所有使用証明

 

試運転

　　PCB（汚染管理局）許可（CTE）

（資本金）外貨入金報告証明⇒株式発行⇒RBIへの報告

6ヶ月

消防局許可

11ヶ月 12ヶ月

工事建設

8ヶ月 9ヶ月

法人設立手続⇒登記証明書

5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月

1年目 2年目

2ヶ月 3ヶ月 5ヶ月

3年目

2ヶ月10ヶ月 11ヶ月 1ヶ月9ヶ月 12ヶ月10ヶ月7ヶ月4ヶ月 1ヶ月

電力供給契約

労務関連（必置者雇用、PF、就業規則等）

ボイラー許可

　CEIG（電力設備検査）許可

　　DTCP（都市計画）許可

水供給契約

廃棄物許可

現場検証⇒証明書発行

会社・工場設立フローチャート（タミル・ナドゥ州）　(自動承認ルート業種、非公開会社形態、シングルウインドウ利用を前提）

8ヶ月1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月

申請・アロット・払込・契約・登録

PCB⇒Consent to Operate

FIRE⇒NOC

DTCP⇒Layout/Building

設備輸入・据付等

爆発物取扱・保管許可
（LPG、軽油、ガソリン、高圧ガス（N2、Ar、CO2等）

(土地査定委員会　危険設備・行程）

CEIG⇒Safety Cert.

DISH⇒Factory Licesne

Boiler⇒NOC

衛生証明（DHPM）

※アロット後3ヶ月以内にリース料
支払い、支払後１ヶ月以内に
Lease Deed(契約書）を登録 

※Ｌｅａｓｅ ｄｅｅｄ締結後１ヶ月以
内使用権登記、給水保証金支払 

※アロット後24ヶ月以内に工場建設着工、 
30ヶ月以内に生産開始（試作可） 

土地割当証明発行 

環境森林省／州環境影響評価局
の環境許可を要する場合、予め当
該許可が必要（その分スケジュー
ルは後ろ倒し） 
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 （手続間の前後関係等について） 
 

1．原則として、現地法人が設立してからでないとSIPCOT工業団地の土地のアロットを受けられない。 

2．工場設立に係る許認可申請の前提として、SIPCOTからアロットメント・レターを取得している必要あり（但し、足下では契約締結完了後との指導が行われてい

る傾向あり）。なお、シングルウィンドウ手続を利用する場合、予めCTE申請を行っておく必要あり。(尚、CTE申請には工場住所確定必要） 
3．工場建設着工のためには、DTCP、消防局、DISH、CEIG、ボイラー検査官及びPCBの許可が必要。 

4．電力供給契約締結に先立ち、CTEの取得及び土地契約（Lease Deed）の登録が完了している必要あり。 
5．試運転については、設備据付調整ということで実施することができるが、一時的な電気、水、その他燃料類使用のための申請手続が必要。 
6．CEIGによる受電設備安全検査証明書（safety Certificate)発行⇒TNEBによる通電承認 ⇒電力契約締結へ。 
7. 工場ライセンス及びCTOの取得をもって、商業生産開始が可能となる。 

定期的に更新 
手続が発生 

商業生産手続の着手時期及び所要期間がある程度特定されている手続 
手続きをとるべき期間はある程度特定されているが、始期について
はある程度の幅を伴い得る手続 

法人設立
関連 

労務関連 

土地関連 
※SIPCOT 

工業団地の 

場合 
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各当局から計画認証 

暫定了解 
レター発行 

ゼネコン決定 

※フィージビリティ・スタディ（FS） 

許認可関係書類準備 

シングルウィンドウ手続を利用する場合、一元的に申請することが
可能（但し、PCB許可については別途当局に直接申請も必要）。

申請受理後、シングルウィンドウ委員会が開催される 

PCBからCTE発行 

工場設立 
及び操業 
許認可 
関連 

工場建設 
その他 

工場操業 

許認可取得に要する時間は企業により相当幅がある可能
性があることに留意が必要 
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工場建設に係る許認可申請において、電力消
費量及び水消費量の申請も必要 

法人設立 土地取得 工場建設着工許認可取得 工場建設 操業認可取得 工場操業 

※FS最終調整 

【シングルウィンドウ手続関連】 

DISHに対し建設据付工事に関す
るWork Permitの申請が必要 

工業用地選定と環境規制は極めて密接に関連するため、自社及び候
補地における環境規制上の位置付けに特に留意が必要 
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TNEB（TN Electricity Board) 

TWAD(by SIPCOT)(TN water  supply & drainage Board) 

現場検証⇒証明書発行 
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【利用上の注意】 
・本資料は、チェンナイで工場設立を検討している企業の参考となるよう、工場設立までに必要な手続、所要期間等の大まかなイメージを示すことを目的として作成したものであって、所要期間等については企業の属性や置かれた状況等により相当の幅があり、本資料で示されている所要期間をもって必ずしも手続が完了することを
意味するものではない。なお、所要期間に関しては、季節要因（雨季の到来等）等の要因によっても大きく変動し得ることにも併せて留意が必要。 
・本資料で示されている行政手続は必ずしも網羅的ではなく、企業の属性や置かれた状況等によって、更に必要な行政手続が発生する可能性がある。 
・本資料では、原則として、各種手続等を行うための準備行為や事前調査等の期間については考慮していない。 
・本内容に関連して利用者が不利益を被る等の事態が生じたとしても、ジェトロ及びチェンナイ日本商工会中小企業進出支援委員会では一切の責任を負いかねますので、御了承下さい。 


